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訓
練
は
、「
伊
賀
地
方
に
停
滞
す
る

前
線
に
よ
り
小
雨
が
降
り
続
く
中
、
木

津
川
断
層
を
震
源
と
し
た
内
陸
直
下
型

地
震
が
発
生
し
、
強
い
震
動
に
よ
り
広

い
範
囲
で
、
家
屋
の
倒
壊
な
ど
に
よ
る

多
く
の
負
傷
者
が
発
生
す
る
な
ど
の
人

的
被
害
の
ほ
か
、
土
砂
崩
れ
、
た
め

池
や
河
川
の
堤
防
の
決
壊
、
ラ
イ
フ

ラ
イ
ン
・
幹
線
道
路
の
寸
断
な
ど
の

甚
大
な
被
害
が
発
生
し
て
い
る
。」
と

の
想
定
で
、
実
践
的
な
訓
練
を
行
い

ま
す
。
地
域
の
防
災
力
の
充
実
と
自

助
力
・
共
助
力
の
向
上
、
防
災
関
係

機
関
と
の
連
携
強
化
を
め
ざ
し
ま
す
。 

伊
賀
市
総
合
防
災
訓
練

風
水
害
や
地
震
な
ど
の
自
然
災
害
に
備
え
て
、
総
合
防
災
訓
練
を
実
施
し
ま
す

◆
防
災
行
政
無
線
を
使
っ
た

　
　

 

全
国
一
斉
の

緊
急
情
報
の
伝
達
試
験

　

地
震
や
武
力
攻
撃
な
ど
の
災
害

時
に
、
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム

（
Ｊじ
ぇ
い

－

Ａあ

ら

ー

と

Ｌ
Ｅ
Ｒ
Ｔ
）
か
ら
送
ら
れ

て
く
る
国
か
ら
の
緊
急
情
報
を
さ

ま
ざ
ま
な
情
報
伝
達
手
段
を
用
い

て
確
実
に
皆
さ
ん
に
お
伝
え
す
る

た
め
に
、
全
国
一
斉
の
試
験
が
行

わ
れ
ま
す
。

　

試
験
放
送
は
市
内
各
所
に
設
置

の
屋
外
拡
声
子
局
や
、
ご
家
庭
の

戸
別
受
信
機
で
流
れ
ま
す
。

※
最
大
音
量
で
流
れ
ま
す
の
で
、
ご

　
注
意
く
だ
さ
い
。

【
と　
き
】

　
９
月
12
日
㈬

　
１
回
目
：
午
前
10
時
ご
ろ

　
２
回
目
：
午
前
10
時
30
分
ご
ろ

※
試
験
放
送
は
２
回
行
わ
れ
ま
す
。

【
放
送
内
容
】

○
「
こ
れ
は
試
験
放
送
で
す
。」
×
３
回

○「
こ
ち
ら
は
広
報
伊
賀
で
す
。」

○
下
り
チ
ャ
イ
ム
音

　

ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、

皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】　
総
合
危
機
管
理
室　

☎
22
・
９
６
４
０　
ＦＡＸ
24
・
０
４
４
４

≪

防
災
の
日
・
防
災
週
間
に

災
害
の
備
え
を
見
直
そ
う≫

◎
防
災
の
日　
９
月
１
日

◎
防
災
週
間　
８
月
30
日
～
９
月
５
日

　
毎
年
、
９
月
１
日
は
、
大
正
12
年
の
同
日
に
発

生
し
た
関
東
大
震
災
に
ち
な
ん
で
定
め
ら
れ
た「
防

災
の
日
」
で
す
。

　
ま
た
、こ
の
時
期
は
台
風
な
ど
の
風
水
害
が
多
く
、

昭
和
34
年
９
月
の
伊
勢
湾
台
風
に
よ
り
戦
後
最
大
級

の
被
害
を
受
け
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
８
月
30
日

か
ら
９
月
５
日
ま
で
を「
防
災
週
間
」と
し
て
お
り
、

台
風
に
限
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
災
害
に
つ
い
て
の
心

構
え
を
再
確
認
す
る
期
間
と
し
て
い
ま
す
。

○
あ
ん
し
ん
・
防
災
ね
っ
と
を
ご
存
じ
で
す
か
。

　
市
で
は
気
象
警
報
や
避
難
勧
告
な
ど
災
害
に
関

す
る
情
報
を
迅
速
に
お
伝
え
す
る
た
め
、
携
帯
電

話
の
メ
ー
ル
機
能
を
利
用
し
た
「
あ
ん
し
ん
・
防

災
ね
っ
と
」
を
運
用
し
て
い
ま
す
。
携
帯
電
話
か

ら
ア
ク
セ
ス
し
、
閲
覧
や
登
録
が
で
き
ま
す
。

　

携
帯
電
話
の
バ
ー
コ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
で
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
を
読
み
込
ん
で
登
録
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。
詳
し
く
は
、
18
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
バ
ー
コ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
に
加
え
お
サ
イ
フ
ケ
ー
タ

イ
を
利
用
し
た
登
録
キ
ッ
ト
を
市
役
所
本
庁
舎
、
各

支
所
、
伊
賀
市
社
会
福
祉
協
議
会
の
ほ
か
、
７
月
か

ら
は
各
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
に
も
設
置
し
ま
し
た
。
簡

単
に
登
録
で
き
ま
す
の
で
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

 【
参
加
機
関
・
団
体
】　
55
団
体

※
ど
な
た
で
も
見
学
で
き
ま
す
。
当
日

　
は
、
あ
や
ま
文
化
セ
ン
タ
ー
駐
車
場

　
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
お
願
い
】

　
訓
練
中
、
会
場
付
近
で
は
、
訓
練
車

両
の
サ
イ
レ
ン
な
ど
に
よ
り
騒
音
が
発

生
し
ま
す
。
ま
た
、
上
空
を
県
防
災
航

空
隊
と
県
警
察
本
部
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー

が
旋
回
し
、
訓
練
を
行
い
ま
す
の
で
、

市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

《
実
地
訓
練
》

　
災
害
情
報
収
集
訓
練
、
避
難
訓

練
、
初
期
消
火
訓
練
、
救
出
・
救

護
訓
練
、
水
防
訓
練
、
救
助
・
救

出
訓
練
、
炊
き
出
し
訓
練
、
ラ
イ

フ
ラ
イ
ン
復
旧
訓
練
、
大
規
模
火

災
対
応
訓
練　
ほ
か

《
展
示
・
体
験
》

　
地
震
体
験
・
防
災
機
器
な
ど
の

展
示

【
と　
き
】

　

 

９
月
16
日
㈰
午
前
９
時
～
正
午 

【
と
こ
ろ
】　
阿
山
運
動
公
園
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《上記以外の人》
区　分 交付要件 有効期間 申請に必要な書類 市での申請先

要介護高
齢者など

歩行が困難で、要介護認定「要
介護１～５」の人 5 年( 更新可 ) 介護保険被保険者証 介護高齢福祉課・

各支所住民福祉課

難病患者
歩行が困難で次に該当する人
○特定疾患医療受給者 
○小児慢性特定疾患医療受給者

5 年( 更新可 )
○特定疾患医療受給者証
○小児慢性特定疾患医療
　受診券

障がい福祉課・各
支所住民福祉課

妊産婦

歩行が困難で、産前 4 カ月から
産後 6 カ月までの人 
※有効期間中に生後 6 カ月未満
　の乳児を同乗させる場合に限
　り、母親以外の人も使用可

産前 4 カ月～
産後 6 カ月 母子健康手帳 健康推進課・各支

所住民福祉課

けが人
けがによる一時的な歩行困難者
で、医師の証明書などにより駐
車場の利用に配慮が必要と認め
られる人

必要な期間
（最長１年の範
囲内で更新可）①医師の診断書・証明書

②身分証明書（運転免許
　証・健康保険証など）

障がい福祉課・各
支所住民福祉課

その他
上記以外で、歩行が困難で医師
の証明書などにより駐車場の利
用に配慮が必要と認められる人

最長５年
（更新可）

《障がい者手帳を持っている人》
　【有効期間】 ５年（更新可）　　【市での申請先】障がい福祉課・各支所住民福祉課

区　分 交付要件 申請に
必要な書類

身
体
障
が
い

※次の区分の等級に該当する身体障害者手帳を持っている人

身体障害者
手帳

視覚障がい １級～４級
聴覚障がい ２級・３級
平衡機能障がい ３級・５級

肢体不自由
上肢 １級・２級
下肢 １級～６級
体幹 １級・２級・３級・５級

乳幼児期以前の非進行性の脳
病変による運動機能障がい

上肢機能 １級・２級
移動機能 １級～６級

心臓機能障がい・じん臓機能障がい・呼吸器
機能障がい・ぼうこうまたは直腸の機能障が
い・小腸機能障がい

１級・３級・４級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障が
い・肝臓機能障がい １級～４級

知的障がい 療育手帳 A を持っている人 療育手帳
精神障がい 精神障害者保健福祉手帳

１級を持っている人
精神障害者保
健福祉手帳

三
重
お
も
い
や
り
駐
車
場
利
用
証
制
度

は
じ
ま
り
ま
す
！

　

公
共
施
設
や
商
業
施
設
に
設
置
さ
れ
た
「
車
い
す
使
用
者
用
駐
車
区
画
」
な

ど
を
適
正
に
利
用
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
利
用
証
を
発
行
し
ま
す
。

※
県
で
は
、
妊
産
婦
や
障
が
い
の
あ
る
人
な
ど
で
、
歩
行
が
困
難
な
人
の
外
出
を

　

支
援
す
る
た
め
、
利
用
証
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、
駐
車
区
画
を
利
用
し
や

　
す
く
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

　

利
用
証
は
、
お
も
い
や
り
駐
車
場
で
使

用
で
き
ま
す
。
お
も
い
や
り
駐
車
場
で
あ

る
こ
と
は
、
路
面
に
表
示
さ
れ
て
い
た
り
、

立
て
看
板
に
表
示
さ
れ
て
い
た
り
し
ま
す
。

道
路
上
で
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。
有
効
期
間
が
あ
り
ま
す
が
、

有
効
期
限
後
も
継
続
し
て
利
用
し
た
い
場

合
は
、
更
新
の
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
お
も
い
や
り
駐
車
場
が
満
車
の
場
合
に
は
、

　

利
用
証
を
持
っ
て
い
て
も
駐
車
で
き
な

　
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

【問い合わせ】
　障がい福祉課　
　☎ 22-9657
　ＦＡＸ 22-9662

【
制
度
開
始
日
】　
10
月
1
日
㈪

※
9
月
3
日
㈪
か
ら
事
前
申
請
可
能

【
申
請
方
法
】　

　
利
用
証
は
県
が
発
行
し
ま
す
が
、
申
請

の
窓
口
は
県
と
市
で
す
。
必
要
書
類
を
お

持
ち
の
上
、
県
庁
・
県
北
勢
福
祉
事
務
所
・

県
保
健
福
祉
事
務
所
・
県
障
害
者
相
談
支

援
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
市
役
所
で
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。
代
理
の
人
が
申
請
す
る
場
合

は
、
代
理
の
人
の
本
人
確
認
書
類
（
運
転

免
許
証
な
ど
）
も
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※利用証は、交付対象者が同乗する場合も使用できます。

交付対象者：歩行が困難で次の基準に該当する人


